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は
じ
め
に

戦
時
下
の
日
本
を
考
え
る
上
で
、
銃
後
の
あ
り
方
、
そ
の
な
か
で
も
当
時
の
人
々
の
生

活
に
つ
い
て
同
時
代
の
資
料
を
踏
ま
え
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
し
か

し
、
戦
時
中
の
文
書
類
の
多
く
は
、
戦
災
等
に
よ
り
失
わ
れ
、
当
時
の
社
会
の
全
容
解
明

に
制
約
を
加
え
て
い
る
。
特
に
広
島
市
は
、
昭
和
二
〇
（
一
九
四
五
）
年
八
月
六
日
の
原

爆
投
下
に
よ
る
壊
滅
的
な
被
害
で
当
時
の
文
書
の
ほ
と
ん
ど
を
失
っ
て
お
り
、
研
究
を
一

層
困
難
に
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
状
況
で
、
広
島
市
公
文
書
館
所
蔵
の
「
草
津
南
町
総
代
資
料
」
は
、
昭
和
初

期
の
広
島
市
内
の
様
子
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
非
常
に
有
効
な
資
料
群
と
言
え
よ
う
。
当

初
草
津
町
南
組
と
も
称
さ
れ
た
草
津
南
町
（
現
広
島
市
西
区
草
津
南
）
は
、
草
津
本
町
、

草
津
東
町
、
草
津
浜
町
と
共
に
草
津
町
を
構
成
し
た
町
の
一
つ
で
あ
り
、
草
津
町
の
合
併

に
伴
い
昭
和
四
年
か
ら
広
島
市
と
な
っ
た
。
昭
和
五
～
十
三
年
の
南
町
の
戸
数
は
、
表
１

に
示
す
と
お
り
三
〇
〇
戸
ほ
ど
で
、
草
津
町
の
四
町
で
一
番
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
（1）
。

広
島
市
で
は
、
明
治
維
新
後
も
近
世
以
来
の
伝
統
を
継
ぐ
町
総
代
（
町
世
話
役
）
が
町

ご
と
に
任
意
で
選
ば
れ
て
お
り
、
町
内
の
自
治
を
担
っ
た
。
市
は
そ
れ
を
市
政
運
営
に
お

い
て
利
用
す
る
た
め
、
明
治
二
八
（
一
八
九
五
）
年
か
ら
町
総
代
名
簿
に
登
録
さ
せ
、
さ

ら
に
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
三
月
に
は
町
総
代
事
務
費
補
助
規
則
・
町
総
代
設
置
準
則

に
よ
り
こ
れ
を
制
度
的
に
確
立
し
て
、
市
当
局
か
ら
の
諸
達
・
通
牒
の
周
知
に
当
ら
せ

た
（2）
。
昭
和
十
五
年
九
月
に
内
務
省
か
ら
「
部
落
会
町
内
会
整
備
要
領
訓
令
」
が
出
さ
れ

た
こ
と
で
翌
年
三
月
に
町
総
代
の
制
度
は
廃
さ
れ
、
広
島
市
町
内
会
、
隣
組
が
設
け
ら
れ

る
に
至
っ
た
（3）
。

草
津
町
で
も
同
様
の
制
度
が
明
治
四
二
年
か
ら
施
行
さ
れ
（4）
、
各
町
に
一
人
ず
つ
置
か

れ
た
町
総
代
が
、
広
島
市
と
の
合
併
後
に
草
津
町
域
全
体
で
草

津
町
総
代
連
合
会
を
結
成
し
た
ほ
か
、
広
島
市
全
域
の
総
代
か

ら
成
る
広
島
市
町
総
代
連
合
会
に
属
し
た
。
ま
た
、
総
代
の
下

で
活
動
し
た
町
役
員
に
は
、
副
総
代
、
会
計
に
加
え
、
町
の
中

を
さ
ら
に
分
割
し
た
区
ご
と
に
選
出
さ
れ
た
評
議
員
（
区
長
と

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
）
が
置
か
れ
た
。
草
津
南
町
で
は
、
七
の

区
に
対
し
八
人
の
評
議
員
が
任
命
さ
れ
て
い
た
（
後
に
戸
数
増

加
に
よ
り
九
人
に
増
員
（5）
）。

「
草
津
南
町
総
代
資
料
」
は
、
地
理
的
に
市
の
中
心
部
と
離

れ
た
地
区
の
資
料
群
だ
が
、
当
時
広
島
市
域
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
他
に
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
昭
和
初
期
に
市
か
ら
出

さ
れ
た
通
知
文
な
ど
の
文
書
類
が
ま
と
ま
っ
た
状
態
で
伝
え

ら
れ
た
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
昭
和
戦
前
期
の
広
島
市
内
の
様

相
を
明
ら
か
に
す
る
に
あ
た
り
、
市
民
生
活
と
非
常
に
密
接
し

た
町
総
代
の
資
料
は
恰
好
の
材
料
と
言
え
よ
う
。
そ
の
中
で

も
、
総
代
の
職
務
に
関
す
る
文
書
を
綴
っ
た
事
務
書
類
綴
は
、

草
津
町
が
広
島
市
と
合
併
し
た
昭
和
四
年
～
五
年
の
「
南
町
書

類
綴
」
（6）
（
資
料
①
）
を
は
じ
め
と
し
、
昭
和
九
年
の
「
事
務

書
類
」
（7）
（
資
料
②
）、十
年
の
「
事
務
書
類
綴
」
（8）
（
資
料
③
）、

十
二
年
の
「
事
務
書
類
綴
」
（9）
（
資
料
④
）、
十
四
年
の
「
町

事
務
書
類
綴
」
（10）
（
資
料
⑤
）
の
計
五
点
が
あ
る
（
本
稿
で
こ

れ
ら
の
事
務
書
類
綴
を
挙
げ
る
際
は
、「
資
料
①
」
の
よ
う
に

略
記
す
る
）。

本
稿
の
目
的
は
、
草
津
南
町
を
例
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
戦
時
体
制
へ
と
移
行
し
て
い
く
昭
和
初
期
の
広
島
市
域
の
様
相
を
、
当
時
の
町

運
営
と
市
民
と
の
関
係
か
ら
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
最
初
に
資
料
①
～
⑤
に
含
ま
れ
る

収
支
報
告
書
を
分
析
し
、
草
津
南
町
の
会
計
予
算
の
推
移
か
ら
当
時
の
町
運
営
で
重
視
さ

れ
た
事
業
を
明
ら
か
に
す
る
。
続
く
第
二
章
で
は
、
そ
う
し
た
行
政
側
の
指
向
性
に
対
す

る
市
民
（
町
民
）
の
実
態
を
検
証
し
て
い
き
た
い
。

昭
和
戦
前
期
広
島
市
の
町
と
市
民
の
様
相

―
草
津
南
町
を
例
と
し
て
―

石
川　

遥
（
広
島
市
公
文
書
館
歴
史
資
料
専
門
員
）
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表１　草津南町戸数変遷表 （単位：戸）
年 昭和 5 年 11 月 昭和 8 年 12 月 昭和 9 年 2 月 昭和 9 年 12 月 昭和 11 年 12 月 昭和 13 年 12 月

町費負担 275 293 292 295 - -
空家 - 24 - 26 - -
合計 - 317 - 321 323 315

＊資料①：「昭和 5年度南町費賦課表」、資料②：「昭和 8年 12 月末日現在戸数調」、「昭和 9年 2月 17 日戸数調査表、
資料③：「昭和 9年 12 月末日現在戸数調」、資料④：「戸数調査ニ関スル件」、資料⑤：「戸数調査ノ件」



昭和戦前期広島市の町と市民の様相

- 　　（2） -

第
一
章
　
昭
和
戦
前
期
の
草
津
南
町
会
計

本
章
で
は
、
資
料
①
～
⑤
に
収
支
報
告
書
が
残
さ
れ
て
い
る
昭
和
五
年
度
～
十
三
年
度

の
期
間
に
つ
き
、
予
算
を
中
心
に
草
津
南
町
の
会
計
の
推
移
を
分
析
す
る
。
町
の
予
算
の

な
か
で
多
く
の
金
額
が
割
か
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
金
額
が
増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
、

こ
の
時
期
に
重
要
と
さ
れ
た
事
業
と
判
断
す

る
指
標
に
な
り
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
町
会
計
の
推
移
か
ら
、
草
津
南
町
で

重
き
を
置
か
れ
て
い
た
事
業
を
明
ら
か
に

し
、
当
時
の
広
島
市
域
に
あ
っ
た
町
の
運
営

の
指
向
性
を
考
察
し
た
い
。
次
の
表
２
、
表

３
に
、
同
時
期
各
年
度
に
お
け
る
草
津
南
町

の
一
般
・
特
別
会
計
を
ま
と
め
た
。

歳
入
の
主
と
な
る
の
は
、
町
民
か
ら
各
戸

の
等
級
に
応
じ
て
徴
収
す
る
町
費
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
資
料
①
中
の
「
南
町
町
費

徴
収
ニ
関
ス
ル
通
知
」
（11）
に
よ
る
と
、
昭
和

五
年
度
は
一
戸
平
均
額
二
円
と
し
、
戸
数

二
七
〇
戸
に
つ
き
総
額
五
四
〇
円
を
予
算
と

し
て
計
上
し
た
。
そ
の
結
果
、
負
担
額
の
最

高
は
年
額
七
円
六
〇
銭
、
最
低
は
十
八
銭
と

な
り
こ
れ
ら
を
四
月
と
十
月
の
年
二
回
町
民

か
ら
徴
収
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
町
費
は
こ
れ
を
負
担
す

る
戸
数
の
増
減
な
ど
に
応
じ
て
一
戸
当
た
り

の
賦
課
額
が
調
整
さ
れ
た
た
め
、
年
に
よ
り

変
動
が
生
じ
た
。
実
際
に
、
昭
和
九
年
度
町

費
は
二
八
五
戸
に
平
均
一
円
八
〇
銭
と
し

て
計
上
さ
れ
た
が
、
昭
和
十
年
度
予
算
で
は

二
九
〇
戸
に
対
し
一
戸
平
均
二
円
二
〇
銭
と

し
て
計
上
し
た
た
め
、
一
年
で
一
二
五
円
も
増
額
し
て
い
る
。
こ
の
増
額
の
背
景
に
は
、

昭
和
十
年
度
の
神
社
費
（
前
年
比
三
〇
円
増
）
や
草
津
町
総
代
連
合
会
負
担
費
（
一
戸
当

た
り
五
銭
増
）
の
増
額
、
防
護
分
団
負
担
費
二
回
分
を
補
う
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
が
、
以
降
少
な
く
と
も
昭
和
十
三
年
度
ま
で
こ
れ
に
近
い
額
が
賦
課
さ
れ
た
。
表
１
を

見
る
と
、
戸
数
が
ほ
ぼ
横
ば
い
な
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
一
戸
あ
た
り
の
額
が
増
し
て
お
り
、

昭
和
五
～
十
三
年
度
の
間
で
町
民
の
負
担
は
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

な
お
、
昭
和
十
二
・
十
三
両
年
度
に
は
会
計
の
規
模
が
極
端
に
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
町
有
土
地
を
道
路
用
地
と
し
て
売
却
し
た
こ
と
と
、
町
有
施
設
（
南
座
）
の
敷

地
、
建
物
そ
の
他
を
売
却
し
た
こ
と
に
よ
る
収
入
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
時
、
歳

入
額
の
急
増
に
合
わ
せ
て
歳
出
の
基
本
積
立
金
額
が
調
整
さ
れ
た
。

歳
出
で
明
ら
か
に
増
加
傾
向
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
ま
ず
負
担
金
が
注
目
さ
れ
る
。
負

担
金
は
、
神
社
費
（
昭
和
五
年
度
は
補
助
費
）、
市
連
合
会
（
広
島
市
町
総
代
連
合
会
）

負
担
金
（
昭
和
九
年
度
～
）、
町
連
合
会
（
草
津
町
総
代
連
合
会
）
負
担
金
、
連
絡
会
（
己

斐
方
面
各
種
団
体
連
絡
会
）
負
担
金
（
昭
和
九
年
度
～
）、防
護
分
団
（
広
島
市
防
護
分
団
）

負
担
金
（
昭
和
十
年
度
～
）、
神
輿
修
繕
費
負
担
金
（
昭
和
十
二
年
度
～
）
の
六
項
目
に

分
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
一
際
多
く
の
額
が
計
上
さ
れ
て
い
る
の
が
、
八
幡
神
社
（12）
に
納

め
る
神
社
費
で
あ
る
。
神
社
費
は
、
草
津
出
張
所
に
報
告
し
た
町
ご
と
の
氏
子
戸
数
に
応

じ
て
、
毎
年
度
指
定
の
額
を
町
が
負
担
し
た
も
の
で
あ
る
。
土
地
売
却
に
よ
り
歳
出
額
が

極
端
に
拡
大
し
た
昭
和
十
二
年
度
、
同
十
三
年
度
を
除
き
、
神
社
費
が
歳
出
に
占
め
る
割

合
は
約
十
七
～
二
七
％
と
突
出
し
て
お
り
、
物
価
上
昇
の
影
響
も
あ
っ
て
か
そ
の
額
も
増

加
傾
向
を
見
せ
て
い
る
。

昭
和
五
年
に
八
幡
神
社
が
総
工
費
（
予
算
額
）
二
万
八
八
〇
七
円
九
四
銭
と
し
て
社
地

の
拡
張
、
新
社
殿
建
築
を
実
施
し
た
（13）
際
も
、
町
か
ら
の
補
助
費
と
別
に
氏
子
か
ら
の
寄

付
を
募
っ
た
が
（14）
、
そ
れ
も
昭
和
六
年
に
は
完
成
し
て
い
る
（15）
。
歳
出
で
神
社
費
が
大
き

な
割
合
を
占
め
た
背
後
に
は
、
社
殿
改
築
以
外
の
事
情
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
恐
ら
く

当
時
の
神
社
崇
拝
の
奨
励
と
関
係
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

戦
前
の
日
本
で
は
、
国
家
神
道
の
下
に
天
照
大
神
を
祀
る
伊
勢
神
宮
を
総
本
山
と
す
る

神
社
崇
敬
が
奨
励
さ
れ
た
。
特
に
、
昭
和
十
二
年
九
月
に
近
衛
内
閣
が
内
閣
告
諭
号
外
、

内
閣
訓
令
号
外
で
「
挙
国
一
致
」・「
尽
忠
報
国
」・「
堅
忍
持
久
」
を
掲
げ
て
国
民
精
神
総
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表３　草津南町表彰費積立金特別会計一覧表 （単位：円）

款項名 昭和 9 年度 昭和 10 年度 昭和 11 年度 昭和 12 年度 昭和 13 年度

収
入

表彰費積立金 50.00（50.00） 82.52 64.01（64.01） 114.52 166.61（166.61）
　繰越金 32.52 14.01（14.01） 64.52 116.61（116.61）
　本年度積立金 50.00（50.00） 50.00 50.00（50.00） 50.00 50.00（50.00）
利子 1.00（0.43） 1.00 1.00（0.51） 1.00 2.00（3.92）

合計 51.00（50.43） 83.52 65.01（64.52） 115.52 168.61（170.53）

支
出

表彰費 51.00（83.52） 83.52 65.01（0.00） 115.52 168.61（91.15）
合計 51.00（83.52） 83.52 65.00（0.00） 115.52 168.61（91.15）

＊資料②～⑤の中の収支報告書から作成。款項名のうち項名を字下げする。なお、款の下に1項目しかなく、款と同じ名目の「利
子」と「表彰費」の項名は省略する。決算額がわかる年度については、（）内に決算額を並記する。
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動
員
運
動
を
展
開
す
る
と
、
神
社
参
拝
を
は
じ
め
と
す
る
敬
神
崇
祖
の
徹
底
が
よ
り
強
力

に
図
ら
れ
た
。
広
島
市
で
も
「
国
民
精
神
総
動
員
広
島
市
民
実
行
要
目
」
（16）
が
策
定
さ
れ
、

そ
の
第
一
項
目
に
「
敬
神
尊
祖
ノ
観
念
ヲ
深
メ
毎
日
皇
太
神
宮
並
ニ
宮
城
ヲ
遥
拝
シ
神
仏

並
先
祖
ノ
霊
ニ
礼
拝
ス
ル
コ
ト
」、
第
二
項
目
に
「
機
会
ア
ル
毎
ニ
神
仏
ヘ
国
威
宣
揚
出

征
将
兵
ノ
武
運
長
久
ヲ
祈
願
ス
ル
コ
ト
」
と
、
最
初
の
二
項
目
で
神
社
崇
敬
に
関
わ
る
内

容
が
掲
げ
ら
れ
た
。
町
会
計
に
お
け
る
神
社
費
の
比
重
の
大
き
さ
も
、
こ
う
し
た
国
、
県
、

市
の
施
策
方
針
な
ど
の
社
会
的
状
況
に
よ
る
影
響
を
強
く
受
け
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

神
社
費
の
ほ
か
に
、
優
待
費
（
軍
人
優
待
費
）
も
歳
出
に
お
い
て
そ
の
額
を
大
き
く
し

て
い
た
。
他
村
の
役
場
文
書
に
残
る
「
軍
人
優
待
」
の
例
を
見
て
み
る
と
、
出
征
軍
人
の

軍
服
費
、
餞
別
・
見
舞
金
、
家
族
へ
の
慰
問
金
等
に
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（17）
。

草
津
南
町
で
も
、
収
支
報
告
書
の
備
考
に
「
入
退
営
者
優
待
費
」
と
あ
り
、
在
郷
軍
人
会

広
島
市
草
津
分
会
長
か
ら

の
軍
服
調
整
費
の
補
助

金
請
求
書
（18）
、
入
営
兵
士

祝
賀
会
費
の
領
収
証
（19）
な

ど
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
入

営
・
退
営
の
際
に
贈
る
金

品
、
送
迎
の
祝
宴
会
経
費

な
ど
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

優
待
費
の
増
額
の
背

景
に
は
、
当
時
の
物
価
上

昇
と
い
う
経
済
的
影
響
に

加
え
、
昭
和
六
年
九
月
の

満
州
事
変
に
よ
り
対
外
情

勢
が
緊
迫
化
し
、
海
外
派

兵
が
拡
大
し
た
こ
と
な
ど

の
影
響
か
ら
、
草
津
町
の

応
召
者
・
入
営
者
も
増
加

し
た
た
め
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
特
に
、
同
十
二
年
七
月
七
日
の
盧
溝
橋
事
件
を
契
機

と
し
て
日
中
戦
争
が
全
面
化
す
る
と
、
入
営
者
の
数
も
一
挙
に
増
加
し
（20）
、
昭
和
十
三
年

度
の
優
待
費
額
も
著
し
く
増
加
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
補
助
費
の
内
訳
を
見
る
と
、
在
郷
軍
人
会
な
ど
他
の
団
体
へ
の
補
助
費
が
一

定
額
を
維
持
し
て
い
た
一
方
で
、
青
年
学
校
（21）
と
衛
生
組
合
へ
の
補
助
費
が
増
加
し
て
い

る
。
青
年
学
校
の
教
育
目
的
は
、
徴
兵
年
齢
に
達
す
る
ま
で
の
間
軍
隊
の
予
備
教
育
を
授

け
る
こ
と
に
あ
り
（22）
、
実
際
学
校
に
は
銃
器
等
が
備
え
付
け
ら
れ
て
い
た
（23）
。
当
初
は
希

望
者
の
み
が
在
籍
し
た
が
、
こ
れ
を
義
務
制
に
す
べ
き
と
す
る
議
論
が
日
中
戦
争
を
契
機

に
進
展
し
、
昭
和
十
三
年
七
月
の
教
育
審
議
会
答
申
を
経
て
、
翌
十
四
年
四
月
の
青
年
学

校
令
改
正
に
よ
り
青
年
学
校
義
務
制
が
実
施
さ
れ
た
（24）
。
草
津
南
町
の
補
助
費
も
、
こ
う

し
た
軍
の
予
備
教
育
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
行
政
側
の
企
図
が
絡
ん
で
増
額
し
た
と
思
わ

れ
る
。

も
う
一
方
の
衛
生
組
合
は
、
防
疫
の
た
め
の
市
民
組
織
と
し
て
結
成
さ
れ
、
衛
生
知
識

の
普
及
、
環
境
改
善
、
伝
染
病
予
防
に
効
果
を
上
げ
た
。
広
島
市
で
も
市
制
施
行
以
来
組

合
数
が
増
加
し
、
昭
和
十
一
年
時
点
で
二
八
九
の
組
合
、
計
八
万
四
〇
〇
〇
人
を
超
え
る

組
合
員
が
い
た
と
さ
れ
る
（25）
。
草
津
南
町
の
衛
生
組
合
は
、
昭
和
四
年
末
頃
に
設
置
さ
れ

た
よ
う
で
あ
る
（26）
。
資
料
⑤
の
昭
和
十
三
年
度
の
決
算
報
告
書
に
よ
る
衛
生
組
合
会
計
の

内
訳
は
、
表
５
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
年
度
は
衛
生
展
、
記
念
品
の
贈
与
、
新
た
に
始

ま
っ
た
表
彰
費
積
立
な
ど
へ
の
支
出
額
が
多
く
を
占
め
て
お
り
、
展
覧
会
等
に
よ
る
衛
生

知
識
の
普
及
、
広
報
に
加
え
、
記
念
品
や
表
彰
に
よ
っ
て
人
々
の
意
識
向
上
を
図
る
こ
と

に
力
を
注
い
で
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

草
津
南
町
の
歳
出
予
算
に
お
い
て
も
、
表
彰
に
係
る
支
出
が
占
め
る
割
合
は
少
な
く
な

か
っ
た
。
昭
和
五
年
度
・
八
年
度
に
事
務
費
と
し
て
計
上
さ
れ
た
表
彰
費
は
、
昭
和
九
年

度
か
ら
地
方
改
善
費
と
名
称
を
変
え
、
同
時
に
積
立
金
と
し
て
「
表
彰
費
積
立
金
」
の
項

目
が
新
た
に
計
上
さ
れ
た
。
そ
の
用
途
は
町
功
労
者
等
の
表
彰
と
さ
れ
、項
目
の
新
設
後
、

毎
年
五
〇
円
が
積
み
立
て
ら
れ
た
。特
別
会
計
と
さ
れ
た
各
年
度
の
表
彰
費
に
つ
い
て
は
、

表
３
の
と
お
り
で
あ
る
。

草
津
南
町
、
同
町
衛
生
組
合
で
こ
う
し
た
功
労
者
へ
の
表
彰
を
目
的
と
し
て
別
会
計

を
設
け
て
い
た
こ
と
は
、
表
彰
が
そ
の
当
時
の
社
会
に
お
い
て
大
き
な
意
味
合
い
を
持
っ

46 （5）

表５　昭和 13 年度衛生組合決算一覧 （単位：円）
款項名 金額 備考

収
入

繰越金 32.60 12 年度繰越金
市補助金 6.77 
町補助金 60.00 

合計 99.37 

支
出

西部衛生組合連合会費 6.77 
衛生展関係費 21.62 
　衛生展事業費 20.53 
　尽力者慰労費 1.09 草津、古江校の先生４人、西署部長慰労費
町葬香典 2.50 ４回（６人）分
記念品代 20.70 
　前組長記念品代 15.00 
　記念品代 5.70 ２人分
表彰費積立金 13.00 別会計。13 年 7 月 10 日委員会議で決議
その他 10.89
　立看板、立札代 3.50 衛生週間立看板代（町２か所）、立札代
　組合員名簿新調代 4.00 前組長より帳簿引継ぎ時紛失のため
　消耗品費 0.89 罫紙、白紙、封袋、ゴムバンド
　衛生委員会会合雑費 2.00 会合の茶菓、土産菓子代
　注射分損額 0.50 

合計 75.48 
＊資料⑤：「昭和 13 年度決算報告書」を元に作成。項目の分類は筆者による。
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て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
同
時
期
、
草
津
南
町
だ
け
で
な
く
、
広
島
市

も
町
政
・
市
政
の
功
労
者
、
篤
行
者
、
事
変
功
労
者
（
出
兵
者
家
族
の
慰
問
、
歓
送
迎
、

恤じ
ゅ
っ
ぺ
い
兵
に
功
績
が
あ
る
者
）、
兵
士
を
多
く
出
し
て
い
る
家
族
の
調
査
を
行
い
、
し
ば
し
ば

そ
う
し
た
市
民
に
対
す
る
表
彰
を
実
施
し
た
（27）
。
国
内
外
の
情
勢
に
不
安
と
緊
張
が
高
ま

る
最
中
、
市
・
町
の
施
策
や
、
盧
溝
橋
事
件
後
で
は
特
に
戦
争
に
対
し
て
、
人
々
の
意
識

を
高
め
、「
模
範
的
」
と
さ
れ
た
姿
を
他
に
喧
伝
、
宣
揚
す
る
効
果
を
企
図
し
た
の
で
あ

ろ
う
。

こ
こ
ま
で
に
、
昭
和
五
年
度
～
十
三
年
度
の
草
津
南
町
会
計
の
推
移
か
ら
、
当
時
同
町

で
重
要
視
さ
れ
た
点
を
考
察
し
た
。
草
津
南
町
の
歳
出
で
高
い
割
合
を
占
め
た
の
は
、
当

時
国
家
的
に
信
仰
の
徹
底
が
推
進
さ
れ
た
神
社
へ
の
負
担
金
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
時
局
を

反
映
し
た
軍
人
優
待
費
、
さ
ら
に
、
青
年
学
校
と
衛
生
組
合
へ
の
補
助
費
も
年
々
増
加
の

傾
向
を
見
せ
て
お
り
、
そ
の
他
に
町
功
労
者
等
の
表
彰
に
関
す
る
経
費
に
も
多
く
の
予
算

が
充
て
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
項
目
の
意
味
合
い
を
考
え
る
と
、
信
仰
や
教
育
、
意
識

の
宣
揚
と
い
っ
た
市
民
の
精
神
、
思
想
に
関
わ
る
事
業
へ
の
支
出
が
大
き
な
比
重
を
占
め

て
い
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。

で
は
、
そ
う
し
た
は
た
ら
き
か
け
を
受
け
た
側
の
市
民
は
、
ど
の
様
な
姿
勢
を
示
し
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
、
当
時
の
人
々
の
動
向
を
見
て
い
く
。

第
二
章
　
町
内
会
成
立
以
前
に
お
け
る
市
・
町
の
銃
後
施
策
と
市
民
の
実
像

神
社
、
青
年
学
校
、
さ
ら
に
優
待
費
と
表
彰
の
形
で
推
奨
さ
れ
た
軍
人
後
援
と
い
っ
た
、

多
く
の
費
用
を
割
い
て
い
た
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
対
し
、
市
民
（
町
民
）
は
ど
の
様
な
姿

勢
を
見
せ
て
い
た
か
、
資
料
①
～
⑤
に
残
さ
れ
た
文
書
か
ら
以
下
に
検
討
す
る
。

草
津
南
町
の
町
民
に
と
っ
て
特
に
関
わ
り
が
深
か
っ
た
神
社
は
、
こ
の
地
域
の
氏
神
に

あ
た
る
八
幡
神
社
と
、
市
内
中
心
部
に
位
置
し
た
広
島
招
魂
社
（
後
の
護
国
神
社
）
で
あ

っ
た
。
こ
の
二
社
は
、
氏
神
祭
（28）
、
例
祭
（29）
、
祈
年
祭
（30）
、
新
嘗
祭
（31）
と
い
っ
た
恒
例
の
祭

礼
だ
け
で
な
く
、
応
召
さ
れ
る
兵
士
の
入
退
営
奉
告
祭
（32）
、
支
那
事
変
（
日
中
戦
争
）
に

関
す
る
武
運
長
久
祈
念
等
祭
祀
（33）
、
反
英
広
島
市
民
大
会
（34）
な
ど
、
度
々
軍
事
的
性
格
の

大
き
な
催
し
の
場
に
も
な
っ
た
。
ま
た
、「
敬
神
思
想
涵
養
用
印
刷
物
」
と
し
て
昭
和
十

年
に
広
島
県
が
「
三
大
祭
の
話
」
と
題
す
る
小
冊
子
を
草
津
南
町
各
戸
に
配
布
さ
せ
た
ほ

か
（35）
、紀
元
節
や
「
興
亜
奉
公
日
」

（
昭
和
十
四
年
九
月
一
日
か
ら
実

施
）
で
も
参
拝
を
呼
び
か
け
る

な
ど
、
国
、
県
、
市
か
ら
様
々

な
機
会
で
の
神
社
参
拝
が
奨
励

さ
れ
た
（36）
。

さ
ら
に
、
そ
う
し
た
敬
神
思

想
の
普
及
を
担
う
一
端
と
し
て
、

神
宮
大
麻
と
神
宮
暦
の
配
布
が

あ
っ
た
。
神
宮
大
麻
は
家
庭
の

神
棚
で
祀
る
伊
勢
神
宮
の
御
神

札
で
あ
り
、
神
宮
暦
は
東
京
帝

国
大
学
（
現
東
京
大
学
）
の
東

京
天
文
台
で
編
纂
し
、
神
宮
神

部
署
で
刊
行
し
て
い
た
当
時
唯

一
の
「
正
暦
」
と
さ
れ
た
暦
本

で
あ
る
（37）
。
広
島
市
内
で
も
当

然
こ
の
神
宮
大
麻
と
神
宮
暦
の

頒
布
が
奨
励
さ
れ
、
神
社
関
係

者
か
ら
の
み
な
ら
ず
、
広
島
市
か
ら
も
毎
年
各
町
総
代
へ
頒
布
促
進
と
各
戸
へ
の
普
及
徹

底
を
目
指
す
よ
う
指
示
し
て
い
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
表
６
―
１
に
示
す
と
お
り
、
当

時
広
島
県
の
神
宮
大
麻
・
暦
の
頒
布
成
績
は
、
全
国
平
均
を
大
き
く
下
回
り
、
順
位
に
す

る
と
大
麻
の
頒
布
は
昭
和
七
・
九
年
と
も
に
全
国
で
四
〇
位
台
（
四
五
位
・
四
二
位
）
に

止
ま
っ
て
い
た
（
暦
は
昭
和
七
年
で
三
五
位
）
（38）
。

草
津
南
町
で
の
頒
布
状
況
に
つ
い
て
は
、
昭
和
十
年
と
昭
和
十
二
年
の
数
字
の
み
残
っ

て
お
り
、
そ
の
内
訳
は
表
６
―
２
の
よ
う
に
な
る
。
表
１
の
戸
数
を
踏
ま
え
る
と
、
昭
和

十
年
時
点
で
の
大
麻
・
暦
頒
布
率
は
と
も
に
四
割
程
度
で
全
国
平
均
に
は
届
か
な
か
っ
た

が
、
広
島
県
の
平
均
割
合
を
上
回
っ
て
い
た
。
だ
が
そ
の
二
年
後
に
は
、
暦
は
半
分
以
下

に
急
減
し
た
一
方
で
、
大
麻
が
一
〇
〇
近
く
増
加
し
、
七
割
に
及
ぶ
頒
布
率
と
な
り
、
頒

45 （6）

表６－１　全国及び広島県での神宮大麻・暦頒布率
昭和 7 年 昭和 9 年

大麻 暦 大麻 暦
全国平均 50.1% 9.7% 52.8% 9.7%
広島県 21.7% 4.5% 28.7% （全国平均到達）

＊志屋村役場文書 179「庶務往復文書綴」：昭和 8年 11 月 6日付「神宮大麻及暦頒布ニ関
スル件」、同 182「庶務一件」：昭和 10 年 11 月 5日付「神宮大麻及暦頒布ニ関スル件」

表６－２　草津南町神宮大麻・暦頒布数
昭和 10 年 昭和 12 年

頒布数 頒布者数 頒布数 頒布者数
大麻 126 体 82 人 220 体 174 人
暦 120 冊 76 人 58 冊 12 人

大麻・暦 44 人 46 人
合計 202 人 232 人

＊資料③：昭和 12 年 12 月 29 日付〔大麻及び暦頒布の初穂料について〕、〔神宮大麻及び
暦拝戴状況〕、資料④：昭和 12 年 12 月 29 日付〔大麻・暦頒布数〕より作成
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布
者
数
も
三
〇
人
増
と
い
う
成
果
を
挙
げ
た
。
同
じ
時
期
の
広
島
県
、
全
国
の
数
字
の
動

き
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
全
体
の
傾
向
を
把
握
で
き
な
い
が
、
考
え
得
る
大
幅
な
増
加
の

要
因
と
し
て
、
こ
の
年
か
ら
展
開
さ
れ
た
国
民
精
神
総
動
員
運
動
が
あ
る
。

前
章
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
国
民
精
神
総
動
員
運
動
で
は
伊
勢
神
宮
を
は
じ
め
と
す
る

神
社
崇
敬
の
徹
底
が
重
要
な
柱
と
さ
れ
た
。
特
に
各
家
庭
の
神
棚
に
奉
祀
し
て
伊
勢
神
宮

を
信
仰
す
る
大
麻
の
頒
布
率
が
二
年
間
で
急
増
し
た
の
も
、
こ
の
運
動
の
成
果
を
出
す
た

め
に
市
町
が
一
層
力
を
入
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
暦
の
頒
布
数
を
見
る
と
、
同
時

に
は
増
加
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
急
落
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
真
に
こ
の
運
動
が
市

民
に
浸
透
し
た
訳
で
は
な
く
、
義
務
的
に
一
方
を
選
択
し
て
い
た
状
況
を
暗
示
す
る
と
言

え
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
国
民
精
神
総
動
員
運
動
が
開
始
さ
れ
て
間
も
な
い
昭
和
十
二
年
十
月
二
六
日
、

市
民
の
神
社
巡
拝
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
通
知
が
広
島
市
か
ら
各
町
の
正
副
総
代
宛
て

に
出
さ
れ
た
。

【
資
料
一
】
（39）

今
次
事
変
ニ
当
リ
出
動
将
兵
ニ
対
ス
ル
武
運
長
久
祈
願
ノ
為
神
社
ニ
参
拝
ス
ル

ハ
、
敬
神
思
想
昂
揚
ノ
点
ニ
於
テ
極
メ
テ
機
宜
ノ
処
置
ニ
候
得
共
、
多
数
ノ
者
ガ
連

日
休
業
シ
、
広
大
ナ
ル
区
域
ニ
亘
リ
神
社
ヲ
巡
拝
ス
ル
コ
ト
ニ
因
リ
、
生
業
ニ
支
障

ヲ
来
シ
、
且
ツ
不
本
意
ナ
ガ
ラ
巡
拝
ニ
加
ハ
ル
者
ア
ル
ガ
如
キ
ニ
至
リ
テ
ハ
、
却
ツ

テ
敬
神
ノ
本
旨
ニ
モ
戻（
マ
ゝ
）リ
銃
後
支
援
ノ
実
ヲ
失
フ
ノ
虞
ナ
シ
ト
セ
ズ
、
依
ツ
テ
巡
拝

ノ
方
法
ニ
付
テ
ハ
相
当
考
究
ノ
上
、
真
ニ
将
兵
ノ
武
運
長
久
ノ
祈
願
ヲ
行
フ
コ
ト
ニ

努
メ
シ
メ
、
斯
ノ
如
キ
実
行
ヲ
一
般
ニ
強
要
ス
ル
ガ
如
キ
コ
ト
ナ
キ
様
御
指
導
相
煩

度
、
尚
此
ノ
際
氏
神
社
ノ
意
義
ヲ
明
ラ
カ
ニ
シ
、
氏
神
社
ヲ
中
心
ニ
敬
神
ノ
念
ヲ
一

層
高
調
シ
、
銃
後
支
援
ノ
実
ヲ
挙
ゲ
シ
ム
ル
様
御
配
慮
相
煩
度
其
ノ
筋
ヨ
リ
通
牒
ノ

次
第
モ
有
之
、
此
段
申
進
候
也

冒
頭
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
中
間
で
の
戦
争
に
よ
り
多
く
の
兵
士
が
大
陸
へ

動
員
さ
れ
て
い
っ
た
こ
の
時
期
、
兵
士
ら
の
た
め
武
運
長
久
祈
願
と
し
て
神
社
参
拝
が
推

奨
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
多
数
の
者
が
仕
事
を
休
ん
で
広
範
囲
な
神
社
巡
拝
を
し
た

こ
と
で
、
生
業
へ
の
支
障
や
不
本
意
な
が
ら
の
参
拝
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
問
題
視
し
、
一

般
に
こ
う
し
た
参
拝
を
強
要
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
指
導
し
、
か
つ
広
範
囲
の
神
社
を
巡

拝
す
る
よ
り
も
氏
神
社
へ
の
信
仰
へ
一
層
力
を
注
ぐ
よ
う
町
総
代
ら
に
求
め
た
こ
と
が
読

み
取
れ
る
。

こ
こ
で
「
多
数
ノ
者
」
が
行
っ
た
と
さ
れ
る
巡
拝
と
は
、
個
別
の
も
の
よ
り
、
地
域
や

同
業
者
な
ど
の
集
団
規
模
で
の
も
の
を
特
に
述
べ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
故
に
そ
の
な
か

で
、「
不
本
意
ナ
ガ
ラ
巡
拝
ニ
加
ハ
ル
者
」
が
い
た
り
、
参
拝
を
強
要
す
る
例
が
あ
っ
た

り
と
い
う
問
題
が
起
こ
り
、
市
と
し
て
も
看
過
で
き
な
い
状
況
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

先
に
触
れ
た
神
宮
大
麻
の
配
布
数
の
急
激
な
増
加
に
つ
い
て
も
、
当
時
行
政
側
は
神
社

関
連
の
取
組
に
力
を
注
い
で
い
た
。
特
に
国
民
精
神
総
動
員
運
動
の
開
始
後
、
時
に
生
業

な
ど
生
活
に
影
響
を
及
ぼ
す
事
態
が
生
じ
た
と
見
受
け
ら
れ
る
。
一
方
で
、
市
民
も
概
ね

こ
れ
ら
に
従
っ
て
い
た
が
、
神
宮
大
麻
と
暦
の
頒
布
数
に
極
端
な
開
き
が
生
じ
、
巡
拝
の

過
熱
に
よ
る
参
拝
強
制
を
市
が
諫
め
る
事
態
に
至
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
行
政
の

指
示
に
沿
っ
た
地
域
的
な
動
き
の
な
か
で
、
そ
れ
に
従
う
市
民
ら
の
間
に
は
少
な
か
ら
ぬ

「
不
本
意
」
の
意
識
が
形
成
さ
れ
て
い
た
実
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
、
草
津
町
の
青
年
学
校
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
市
内
の
青
年
訓
練
所
（
青
年
学
校

の
前
身
）
へ
の
入
所
率
は
昭
和
九
年
で
六
割
、
翌
十
年
で
七
割
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、

授
業
料
は
徴
収
さ
れ
な
か
っ
た
（40）
。
通
常
の
授
業
以
外
に
も
、
在
郷
軍
人
会
と
の
出
征
軍

人
の
門
標
配
布
、
武
道
大
会
、
陸
軍
記
念
日
の
防
空
演
習
実
施
、
慰
問
状
発
送
な
ど
の
活

動
が
見
ら
れ
（41）
、
軍
事
的
な
性
格
が
濃
く
現
れ
て
い
る
。

銃
器
類
も
備
え
ら
れ
て
い
た
が
、
草
津
青
年
学
校
は
昭
和
十
三
年
末
の
倉
庫
火
災
で
銃

器
、
背は
い
の
う嚢
、
軽
機
ラ
ッ
パ
な
ど
教
材
用
具
一
切
を
焼
失
し
、
そ
の
後
生
徒
及
び
職
員
、
並

び
に
町
民
か
ら
の
寄
付
、
広
島
市
か
ら
の
援
助
（
修
理
費
七
二
二
円
支
出
）
に
よ
り
、
九

月
半
ば
ま
で
に
再
び
そ
れ
ら
を
揃
え
た
（42）
。
こ
の
生
徒
か
ら
の
寄
付
に
関
し
て
、
資
料
⑤

の
「
草
津
連
絡
会
通
信
」
二
月
号
と
「
草
津
青
年
学
校
々
報
」
二
月
号
に
よ
る
と
、
生
徒

た
ち
が
一
人
一
円
以
上
の
寄
付
を
申
し
出
た
こ
と
で
、
職
員
ら
も
そ
れ
に
感
激
し
俸
給
の

一
部
を
寄
付
す
る
決
定
を
し
た
と
あ
る
。
こ
う
し
た
「
美
談
」
か
ら
す
る
と
、
生
徒
側
も

青
年
学
校
の
運
営
に
積
極
的
な
姿
勢
を
示
し
て
い
た
と
解
釈
で
き
る
。

先
述
の
と
お
り
、
昭
和
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
青
年
学
校
が
義
務
化
さ
れ
た
。
資
料
⑤

44 （7）
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の
「
草
津
青
年
学
校
々
報
」
に
は
各
月
の
生
徒
の
出
欠
状
況
が
掲
出
さ
れ
て
お
り
、
出
席

の
日
数
別
に
生
徒
数
を
ま
と
め
る
と
表
７
の
よ
う
に
な
る
。
各
月
と
も
七
割
近
く
の
出
席

率
を
維
持
し
て
い
た
一
方
で
、
ほ
と
ん
ど
出
席
し
て
い
な
い
者
も
義
務
制
実
施
前
後
共
に

一
定
数
い
た
。
出
席
率
は
義
務
制
に
な
っ
た
後
の
十
月
で
む
し
ろ
低
下
し
た
が
、
十
二
月

に
は
約
十
％
も
上
昇
し
た
。

こ
う
し
た
授
業
へ
の
出
席
や
銃
器
類
復
旧
の
た
め
の
寄
付
な
ど
か
ら
考
え
る
に
、
青
年

学
校
の
対
象
と
な
る
青
年
た
ち
の
多
く
は
、
軍
の
予
備
教
育
に
あ
た
る
こ
の
制
度
に
従
順

な
態
度
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
さ
ら
に
、
昭
和
十
四
年
末
の
出
席
率
上
昇
は
、

こ
の
前
後
の
デ
ー
タ
が
不
足
し
て
い
る
た
め
十
分
な
比
較
検
討
が
で
き
な
い
が
、
日
中
戦

争
の
長
期
化
と
緊
迫
を
増
し
た
国
際
情
勢
の
な
か
で
、
軍
の
予
備
教
育
機
関
と
し
て
の
青

年
学
校
の
重
要
性
が
一
層
認
識
さ
れ
、
義
務
制
の
徹
底
が
図
ら
れ
た
た
め
で
は
な
い
か
と

推
し
量
ら
れ
る
。

入
営
前
の
青
年
を
教
育
し
た
青
年
学
校
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
戦
争
に
動
員
さ
れ
た
軍

人
た
ち
へ
の
後
援
も
軍
事
的
な
面
で
の
重
要
な
事
業
で
あ
っ
た
。
満
州
事
変
以
降
の
功
労

者
と
し
て
、「
出
動
軍
人
、
傷
病
痍
軍
人
並
其
遺
家
族
等
ニ
対
シ
歓
送
迎
、
恤
兵
、
慰
問
、

慰
霊
等
」
に
つ
き
模
範
と
な
る
者
が
表
彰
さ
れ
た
（43）
よ
う
に
、
兵
士
の
歓
送
迎
、
慰
問
が

当
時
強
く
奨
励
さ
れ
て
い
た
。

草
津
町
も
、
入
退
営
当
日
の
見
送
り
・
出
迎
え
（
昭
和
十
四
年
一
月
か
ら
退
営
兵
士
の

出
迎
え
を
廃
止
）
と
国
旗
掲
揚
を
各
戸
に
呼
び
か
け
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
前
後
で
町
単

位
の
祝
賀
会
を
開
催
し
て
い
た
。
こ
の
祝
賀
会
に
は
、
兵
士
の
家
庭
の
経
済
格
差
を
考
慮

す
る
こ
と
と
、
個
別
の
歓
送
迎
が
「
一
般
に
華は

で美
に
流
れ
殆
ど
競
争
的
に
行
は
れ
て
居
る

様
な
状
態
」
を
抑
制
す
る
目
的
が
あ
っ
た
（44）
。
日
中
開
戦
前
の
昭
和
九
年
、「
入
営
並
入
団

祝
賀
会
」
が
会
費
五
〇
銭
で
開
催
さ
れ
、「
今
回
ハ
南
町
ヨ
リ
ノ
入
営
者
例
年
ヨ
リ
モ
多

数
ニ
付
祝
賀
会
ヲ
一
層
盛
大
ナ
ラ
シ
ム
ル
為
」
に
、
多
く
の
会
員
（
参
加
者
）
を
募
る
よ

う
町
総
代
か
ら
通
達
を
行
っ
た
（45）
。
た
だ
し
、
こ
の
時
の
会
員
は
四
〇
人
で
、
各
戸
一
人

ず
つ
出
席
し
た
と
し
て
も
、
草
津
南
町
全
戸
の
約
十
三
％
に
止
ま
っ
た
（46）
。

な
お
、
こ
う
し
た
町
単
位
で
の
祝
賀
会
を
開
催
し
て
も
、
懸
念
さ
れ
て
い
た
華
美
な
歓

送
迎
を
抑
止
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
翌
十
年
の
年
始
と
年
末
に
は
、
過

度
に
豪
奢
な
歓
送
迎
を
控
え
、
質
素
な
歓
送
迎
と
す
る
よ
う
に
草
津
南
町
総
代
、
草
津
町

総
代
連
合
会
、
広
島
市
役
所
が
度
々
町
民
ら
に
求
め
て
い
た
。
市
・
町
も
、
緊
縮
と
節
度

を
求
め
る
時
勢
に
反
し
た
華
美
な
祝
賀
会
に
対
し
て
度
重
な
る
指
導
を
要
し
た
こ
と
が
わ

か
る
。

同
年
十
二
月
十
日
に
は
、
改
め
て
こ
う
し
た
事
態
の
改
善
に
向
け
、
草
津
町
総
代
連
合

会
が
草
津
町
・
庚
午
町
合
同
の
送
別
会
を
主
催
し
、
そ
の
案
内
と
同
時
に
、「
本
年
ヨ
リ

模
範
的
ノ
歓
送
ヲ
致
シ
タ
イ
」
と
歓
送
方
法
の
徹
底
に
関
す
る
印
刷
物
を
出
し
た
（47）
。
こ

の
時
も
町
総
代
を
介
し
て
各
戸
に
参
加
を
促
し
た
と
こ
ろ
、
先
述
し
た
前
年
の
祝
賀
会
よ

り
多
い
六
六
人
の
会
員
を
集
め
た
が
、
そ
れ
で
も
草
津
南
町
全
戸
の
二
割
ほ
ど
で
あ
っ

た
（48）
。
個
別
の
歓
送
迎
は
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
の
、
公
的
な
送
別
会
へ
の
参
加
に

対
し
て
町
民
の
出
席
率
が
高
く
な
か
っ
た
こ
と
を
う
か
が
え
る
。

盧
溝
橋
事
件
で
の
衝
突
を
引
き
金
と
し
て
日
中
戦
争
が
始
ま
る
と
、
大
陸
へ
多
く
の
部

隊
が
送
り
出
さ
れ
、
そ
う
し
た
兵
士
た
ち
へ
慰
問
状
・
慰
問
品
送
付
、
さ
ら
に
現
地
へ
の

慰
問
が
推
奨
さ
れ
た
。
昭
和
十
四
年
に
広
島
県
下
の
郷
土
部
隊
に
送
る
慰
問
袋
が
募
集
さ

れ
た
際
に
は
、
草
津
南
町
か
ら
二
〇
三
袋
、
箱
に
し
て
十
五
の
慰
問
袋
を
供
出
し
た
（49）
。
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表７　昭和 1４年草津町青年学校出席日数別一覧

1 月 2 月 3 月 10 月 12 月

授業日数（日） 7 7 10 8 9

出
席
日
数
別
生
徒
数
（
人
）

0 日 9 14 6 18 8

1 日 8 4 7 15 7

2 日 4 7 6 7 5

3 日 9 7 5 10 7

4 日 19 11 4 10 7

5 日 12 11 6 8 10

6 日 17 14 9 9 4

7 日 38 46 10 14 17

8 日 8 57 18

9 日 10 55

10 日 41

生徒数（人）
（入退学者含） 116 114 112 148 138

出席率（％） 67.36 68.17 68.57 63.09 72.30 

入学／退学（人） 2 ／ 4 4 ／ 8 0 ／ 5 5 ／ 12 5 ／ 8 ※

＊資料⑤：「青年学校々報」1月号～ 3月号、10 月号、12 月号より作成。
出席率は、各月の出席数合計を全生徒分の授業数合計で割って算出。

※同月の退学者には、「入営」によるためと記録された者 2人を含む。
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供
出
し
た
戸
数
や
人
数
が
定
か
で
な
い
が
、
一
戸
一
袋
を
集
め
た
と
し
て
六
～
七
割
の
家

庭
か
ら
出
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

一
方
で
、
現
地
軍
へ
の
慰
問
に
つ
い
て
は
、
同
年
に
広
島
県
学
務
部
長
か
ら
次
の
よ
う

な
注
意
が
出
さ
れ
た
。

【
資
料
二
】
（50）
（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
）

今
次
事
変
ニ
際
シ
、
各
地
方
ヨ
リ
現
地
慰
問
者
ヲ
派
遣
シ
テ
、
派
遣
軍
将
兵
ヲ
慰

問
激
励
ス
ル
ト
共
ニ
、
銃
後
ト
出
征
部
隊
ト
ノ
連
繋
ニ
努
メ
、
多
大
ノ
効
果
ヲ
収
メ

ツ
ツ
ア
ル
モ
、
陸
軍
省
ヨ
リ
ノ
通
牒
ニ
ヨ
レ
ハ
、
之
等
慰
問
者
中
ニ
ハ
陸
軍
省
及
内

地
ニ
於
ケ
ル
軍
部
関
係
主
任
者
ニ
何
等
ノ
連
絡
モ
ナ
ク
、
又
ハ
軍
人
個
人
ノ
紹
介
ヲ

以
テ
漫
然
皇
軍
慰
問
ト
称
シ
渡
支
ノ
上
、各
部
隊
ニ
種
々
ノ
便
宜
ヲ
強
要
ス
ル
モ
ノ
、

或
ハ
二
、三
ノ
部
隊
ヲ
形
式
的
ニ
慰
問
シ
、
他
ハ
自
己
ノ
視
察
、
見
学
、
個
人
関
係

ノ
慰
問
等
ニ
終
始
シ
為
ニ
却
テ
将
兵
ノ
顰
蹙
反
感
ヲ
買
フ
モ
ノ
等
跡
ヲ
絶
タ
ス
、
斯

ノ
如
キ
慰
問
者
ノ
行
動
ハ
只
ニ
軍
ヲ
益
セ
ザ
ル
ノ
ミ
カ
、
却
テ
軍
ニ
幾
多
ノ
迷
惑
ヲ

懸
ケ
ア
ル
ヲ
以
テ
、
之
等
ノ
派
遣
ニ
ハ
人
選
ヲ
厳
重
ニ
シ
、
必
ズ
師
団
経
由
陸
軍
省

ニ
連
絡
ノ
上
実
施
ス
ル
様
指
示
ノ
次
第
モ
有
之
、
尚
慰
問
ハ
後
方
部
隊
ヨ
リ
モ
寧
ロ

第
一
線
将
兵
ノ
慰
問
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ニ
努
メ
、
又
郷
土
部
隊
慰
問
ノ
為
各
種
団
体
等
ヨ

リ
演
芸
人
ヲ
派
遣
ス
ル
計
画
ア
ル
場
合
ハ
、
予
メ
（
少
ク
モ
二
ヶ
月
以
前
ニ
）
連
絡

ア
リ
タ
キ
旨
、
安
田
部
隊
ヨ
リ
申
来
候
条
、
充
分
御
含
ミ
ノ
上
御
配
意
相
成
度
、
又

各
種
団
体
ニ
対
シ
テ
モ
此
旨
徹
底
セ
シ
メ
ラ
レ
度
候
也
、（
後
略
）

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
正
式
な
手
続
き
を
取
っ
て
い
な
い
者
、
漫
然
と
慰

問
し
軍
側
に
様
々
な
便
宜
を
強
要
す
る
者
、
形
式
的
に
の
み
慰
問
し
た
他
は
個
人
的
な
目

的
に
終
始
す
る
者
な
ど
が
続
出
し
て
い
た
。
さ
ら
に
は
、後
半
の
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、

危
険
な
前
線
部
隊
を
避
け
て
後
方
部
隊
へ
慰
問
が
偏
っ
た
り
、
無
断
で
演
芸
人
を
同
行
し

た
り
と
、
現
地
へ
の
慰
問
に
関
し
多
く
の
問
題
が
発
生
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

そ
れ
ら
は
現
地
の
兵
士
ら
の
顰ひ
ん
し
ゅ
く蹙、
反
感
を
生
み
出
し
、
か
え
っ
て
前
線
と
銃
後
と
の
連

携
を
妨
げ
る
要
因
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
陸
軍
省
と
し
て
も
事
態
を
重
く
見
た
よ
う
で
あ

る
。

こ
う
し
た
歓
送
迎
や
慰
問
へ
の
態
度
は
、
戦
争
や
前
線
の
兵
士
ら
に
対
す
る
人
々
の
関

心
の
希
薄
さ
の
現
れ
で
あ
る
と
同
時
に
、
行
政
及
び
町
が
こ
の
時
点
で
銃
後
の
態
勢
を
統

制
し
き
れ
て
い
な
い
事
実
を
露
顕
さ
せ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
個
別
の
送
別
会
で
競
争
的

に
華
美
を
誇
る
傾
向
が
あ
っ
た
一
方
で
、
町
主
催
で
広
く
参
加
者
を
募
っ
た
祝
賀
会
へ
の

参
加
は
、
全
戸
数
の
一
～
二
割
の
人
数
に
止
ま
っ
て
い
た
。
慰
問
活
動
に
関
し
て
も
、
慰

問
袋
は
あ
る
程
度
の
成
果
を
挙
げ
た
が
、
現
地
部
隊
の
慰
問
に
あ
た
っ
て
は
個
人
的
な
目

的
、
要
望
を
優
先
し
て
の
問
題
が
多
発
し
て
い
た
。
少
な
く
と
も
盧
溝
橋
事
件
か
ら
二
年

を
経
た
昭
和
十
四
年
頃
の
段
階
で
、
市
民
へ
の
戦
時
態
勢
の
徹
底
が
十
分
に
行
え
て
い
な

か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

こ
こ
ま
で
に
昭
和
戦
前
期
の
市
民
の
様
相
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
神
宮
大
麻
・
暦
の
頒

布
、
神
社
の
巡
拝
、
青
年
学
校
の
出
席
率
な
ど
で
は
、
国
民
精
神
総
動
員
運
動
や
青
年
学

校
の
義
務
化
と
い
っ
た
政
治
的
背
景
を
も
っ
て
推
し
進
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
例
が
見
受

け
ら
れ
た
。
市
民
も
こ
れ
に
概
ね
従
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
一
方
で
市
が
苦
言
を
呈

し
た
不
本
意
な
参
拝
者
の
存
在
、
公
的
に
開
催
さ
れ
た
祝
賀
会
へ
の
参
加
率
の
低
さ
、
現

地
部
隊
へ
の
慰
問
に
際
し
て
続
発
し
た
諸
問
題
の
よ
う
に
、
銃
後
の
人
々
が
必
ず
し
も
行

政
や
町
か
ら
の
期
待
に
積
極
的
に
応
じ
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
あ
っ
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。

市
・
町
も
、
こ
れ
ら
の
市
民
を
戦
時
体
制
の
下
で
よ
り
統
制
す
る
必
要
が
高
ま
る
な
か
で
、

そ
の
対
応
に
苦
慮
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

む
す
び

本
論
で
は
、
広
島
市
と
草
津
町
の
合
併
後
、
満
州
事
変
、
盧
溝
橋
事
件
を
経
て
全
面
的

な
戦
時
体
制
に
移
行
し
て
い
く
過
渡
期
に
あ
た
る
、
昭
和
四
～
十
四
年
の
草
津
南
町
総
代

の
事
務
書
類
綴
五
点
の
文
書
を
中
心
に
、
同
町
の
会
計
の
推
移
か
ら
当
時
町
が
重
点
を
置

い
て
い
た
事
業
と
、
そ
れ
に
対
す
る
市
民
の
姿
勢
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
草
津
南
町
で

は
、
軍
人
優
待
費
の
よ
う
に
当
時
の
時
勢
を
反
映
し
た
も
の
に
加
え
、
神
社
費
、
青
年
学

校
補
助
費
、
表
彰
費
に
充
て
ら
れ
る
金
額
が
大
き
な
割
合
を
占
め
た
。
こ
れ
ら
の
用
途
の

性
質
と
し
て
、
町
民
の
精
神
、
思
想
、
信
仰
に
大
き
く
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
共

通
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
に
ど
れ
ほ
ど
こ
の
点
が
意
図
さ
れ
て
い
た
か
は
定

か
で
な
い
が
、
昭
和
戦
前
期
の
町
に
は
、
町
民
ら
の
精
神
的
な
結
束
、
統
率
を
向
上
さ
せ
、
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地
縁
関
係
の
基
盤
を
よ
り
強
固
に
す
る
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
当
時
の
人
々
の
動
向
を
見
る
と
、
神
宮
大
麻
・
暦
の
頒
布
、
神
社
参
拝

へ
の
非
積
極
的
な
姿
勢
、
ま
た
、
町
単
位
で
の
入
営
祝
賀
会
へ
の
参
加
率
の
低
さ
と
現
地

部
隊
の
慰
問
に
臨
む
態
度
な
ど
、
行
政
側
の
企
図
に
沿
わ
な
い
動
き
も
見
ら
れ
た
。
日
中

開
戦
以
後
、
国
民
精
神
総
動
員
運
動
の
展
開
な
ど
で
国
民
の
戦
意
高
揚
が
図
ら
れ
て
い
た

が
、
銃
後
の
人
々
が
必
ず
し
も
従
順
な
姿
勢
で
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
い
た
訳
で
な
く
、
昭

和
十
四
年
の
時
点
で
戦
時
体
制
下
で
の
統
制
が
充
分
に
徹
底
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が

わ
か
っ
た
。

要
す
る
に
、
信
仰
、
教
育
、
表
彰
な
ど
を
元
に
地
縁
的
な
つ
な
が
り
を
強
化
し
、
町
民

の
統
制
を
進
め
る
こ
と
が
町
、
ひ
い
て
は
そ
の
責
任
者
で
あ
る
総
代
に
期
待
さ
れ
た
役
割

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
町
が
会
計
上
重
点
を
置
い
た
分
野
に
関
す
る
数
字
で
表
面
上
あ
る

程
度
の
成
果
を
挙
げ
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
市
民
に
そ
れ
ら
の
趣
旨
が
完
全
に
浸
透
さ

れ
て
い
た
と
は
言
え
ず
、
行
政
及
び
そ
の
末
端
組
織
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
町
の
指
向

性
と
人
々
の
意
識
や
実
情
と
の
間
に
差
異
が
生
じ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
故

に
、
参
拝
や
慰
問
な
ど
、
諸
所
で
新
た
な
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
結
果
に
な
っ
て
い
た
の
だ

ろ
う
。

昭
和
十
六
年
三
月
に
町
総
代
の
制
度
が
廃
さ
れ
、
代
わ
っ
て
広
島
市
町
内
会
、
隣
組
が

結
成
さ
れ
た
こ
と
で
、
以
後
こ
れ
ら
が
行
政
の
末
端
的
役
割
を
担
い
、
よ
り
強
力
な
戦
時

の
総
動
員
体
制
が
敷
か
れ
て
い
く
（51）
。
し
か
し
、
町
内
会
時
代
の
草
津
南
町
と
広
島
市
の

状
況
を
伝
え
る
資
料
が
十
分
に
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
新
た
な
体
制
が
草
津
南
町
に
ど

の
様
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
今

回
十
分
に
紹
介
で
き
な
か
っ
た
が
、
広
島
市
公
文
書
館
が
所
蔵
す
る
旧
町
村
の
役
場
文
書

群
に
も
同
時
期
の
資
料
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
情
報
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
よ

り
当
時
の
状
況
が
解
明
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
研
究
の
進
展

を
期
待
し
た
い
。

　
　

註

（1）　

資
料
③
「
防
空
演
習
費
用
割
宛
」、
資
料
⑤
「
昭
和
拾
参
年
度
神
社
費
表
」
ほ
か
。

（2）　

広
島
市
編
・
発
行
『
新
修
広
島
市
史　

第
一
巻
』
昭
和
三
六
年
、
四
五
一
頁
・
五
五
一
頁
、
同
前
『
新

修
広
島
市
史　

第
二
巻
』
昭
和
三
三
年
、
六
九
五
頁

（3）　

同
前
『
新
修
広
島
市
史　

第
二
巻
』
五
五
一
頁

（4）　

同
前
『
新
修
広
島
市
史　

第
一
巻
』
四
五
一
頁

（5）　

資
料
③
昭
和
十
年
十
一
月
十
九
日
付
「
町
規
約
改
正
ノ
件
認
可
申
請
」

（6）　

請
求
番
号
Ｃ
一
九
九
三
―
一
一
四
九

（7）　

請
求
番
号
Ｃ
一
九
九
三
―
一
一
五
一

（8）　

請
求
番
号
Ｃ
一
九
九
三
―
一
一
五
二

（9）　

請
求
番
号
Ｃ
一
九
九
三
―
一
一
五
三

（10）　

請
求
番
号
Ｃ
一
九
九
三
―
一
一
五
四

（11）　

同
じ
く
資
料
①
の
「
昭
和
五
年
度
南
町
費
賦
課
表
」
か
ら
次
の
表
４
を
作
成
し
た
。
こ
の
と
お
り
、

町
内
の
町
費
を
負
担
す
る
全
戸
を
一
～
二
七
段
階
の
等
級
に
分
類
し
、
各
等
級
の
賦
課
標
準
額
か
ら

算
出
し
た
計
数
と
、
予
算
で
計
上
し
た
町
費
の
比
率
か
ら
、
一
戸
負
担
額
を
決
定
し
て
い
た
。

（12）　

草
津
八
幡
宮
と
も
称
さ
れ
、草
津
、古
江
、高
須
、庚
午
な
ど
一
帯
を
氏
子
と
す
る
神
社
。
そ
の
由
来
は
、

推
古
天
皇
の
頃
厳
島
神
社
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、
草
津
の
入
江
の
奥
に
多
紀
理
姫
命
を
海
路
の

守
護
神
と
し
て
祀
っ
た
こ
と
を
起
源
と
し
、
そ
の
後
八
幡
神
を
奉
祀
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
（
広
島

県
神
社
誌
編
纂
委
員
会
編
『
広
島
県
神
社
誌
』
広
島
県
神
社
庁
、平
成
六
年
、「（
草
津
）
八
幡
神
社
」）。

（13）　

資
料
①
昭
和
五
年
三
月
三
一
日
付
〔
八
幡
神
社
社
務
所
通
知
〕
ほ
か
。

表４　昭和 5年度南町費賦課表

級 標数 戸数 計数 1 戸賦課額（円） 合計（円）
1 10,000 1 10,000 37.60 37.60 
2 6,000 1 6,000 22.56 22.56 
3 3,000 1 3,000 11.28 11.28 
4 2,500 1 2,500 9.40 9.40 
5 2,000 4 8,000 7.52 30.08 
6 1,800 4 7,200 6.77 27.08 
7 1,500 4 6,000 5.64 22.56 
8 1,300 8 10,400 4.89 39.12 
9 1,100 4 4,400 4.14 16.56 

10 1,000 8 8,000 3.76 30.08 
11 900 9 8,100 3.38 30.42 
12 800 3 2,400 3.00 9.00 
13 700 7 4,900 2.63 18.41 
14 600 14 8,400 2.26 31.64 
15 550 10 5,500 2.07 20.70 
16 500 17 8,500 1.88 31.96 
17 400 25 10,000 1.50 37.50 
18 350 10 3,500 1.32 13.20 
19 300 30 9,000 1.13 33.90 
20 250 22 5,500 0.94 20.68 
21 200 32 6,400 0.75 24.00 
22 150 7 1,050 0.56 3.92 
23 120 21 2,520 0.45 9.45 
24 100 9 900 0.38 3.41 
25 80 10 800 0.30 3.00 
26 60 6 360 0.22 1.32 
27 50 8 400 0.18 1.44 
計 275 143,730 540.28 

＊資料①：「昭和 5年度南町費賦課表」より作成。
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（14）　

資
料
①
昭
和
五
年
「
八
幡
神
社
改
築
総
工
費
表
」。
な
お
、
八
幡
神
社
改
築
造
営
工
事
の
必
要
費
用

は
約
二
万
円
に
の
ぼ
り
、
別
途
草
津
南
町
は
割
当
て
ら
れ
た
二
四
〇
四
円
の
寄
付
を
集
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
（
資
料
①
昭
和
五
年
五
月
四
日
付
〔
八
幡
神
社
工
費
援
助
の
依
頼
〕）。

（15）　

前
掲
『
広
島
県
神
社
誌
』「（
草
津
）
八
幡
神
社
」

（16）　

資
料
④
昭
和
十
二
年
十
二
月
十
七
日
付
「
国
民
精
神
総
動
員
実
行
機
関
組
織
ニ
関
ス
ル
件
」
付
属
文

書

（17）　

狩
小
川
村
役
場
文
書
三
一
一
四
「
斯
民
会
・
軍
人
優
待
会
費
受
払
簿
」（
大
正
七
年
）、同
三
一
二
六
「
餞

別
記
入
帳
」（
昭
和
十
二
年
）、
同
三
一
二
七
「
餞
別
及
見
舞
記
入
帳
」（
昭
和
十
二
年
）

（18）　

資
料
③
昭
和
十
年
十
二
月
七
日
付

（19）　

資
料
③
昭
和
十
年
十
二
月
十
五
日
付

（20）　

資
料
④
を
見
る
と
、
七
月
以
降
の
応
召
、
入
営
入
団
兵
士
の
通
知
が
大
幅
に
増
加
し
た
こ
と
が
読
み

取
れ
る
。
特
に
七
月
三
〇
日
～
八
月
三
日
の
間
に
は
、
草
津
町
全
体
で
六
九
人
、
草
津
南
町
か
ら
だ

け
で
十
八
人
の
出
兵
が
あ
っ
た
（
昭
和
十
二
年
九
月
七
月
二
九
日
付
「
応
召
兵
士
見
送
ノ
件
」
添
付

「
出
征
兵
士
並
出
発
日
一
覧
表
」
よ
り
）。

（21）　

青
年
学
校
の
前
身
に
あ
た
る
青
年
訓
練
所
は
、
大
正
十
五
年
の
勅
令
に
よ
り
、
学
校
等
に
進
学
し
て

い
な
い
十
六
～
二
〇
歳
ま
で
の
青
年
の
教
育
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
、
そ
の
後
昭
和
十
年
四
月
一
日

の
青
年
学
校
令
公
布
・
施
行
を
受
け
て
実
業
補
習
学
校
と
統
合
し
て
青
年
学
校
と
し
て
再
編
成
さ
れ

た
（
広
島
県
編
・
発
行
『
広
島
県
史　

近
代
編
２
』
昭
和
五
六
年
、
六
八
四
頁
）。
な
お
、
草
津
町

が
広
島
市
に
合
併
し
た
直
後
の
昭
和
五
年
の
時
点
で
、
市
内
に
は
計
三
二
か
所
の
青
年
訓
練
所
が
存

在
し
た
（
資
料
①
昭
和
五
年
二
月
十
五
日
付
〔
青
年
訓
練
所
の
勧
誘
依
頼
〕）

（22）　

前
掲
『
広
島
県
史　

近
代
編
２
』
九
三
八
頁

（23）　

資
料
③
昭
和
十
年
十
二
月
十
三
日
付
「
評
議
員
会
開
催
ノ
件
」
で
も
、「
青
年
学
校
銃
器
整
備
ニ
関

ス
ル
件
」
が
議
題
と
し
て
挙
が
っ
た
。

（24）　

前
掲
『
広
島
県
史　

近
代
編
２
』
九
三
八
頁

（25）　

前
掲
『
新
修
広
島
市
史　

第
一
巻
』
四
四
九
頁
、
前
掲
『
新
修
広
島
市
史　

第
二
巻
』
五
九
七
～

五
九
八
頁

（26）　

資
料
①
昭
和
四
年
十
一
月
二
二
日
付
「
御
通
知
」

（27）　

資
料
②
昭
和
九
年
十
二
月
二
十
二
日
付「
篤
行
者
調
査
報
告
書
」、資
料
③
昭
和
十
年
二
月
十
日
付〔
草

津
南
町
篤
行
者
表
彰
式
開
催
通
知
〕、
同
年
三
月
二
七
日
付
〔
功
労
者
表
彰
式
挙
行
通
知
〕、
資
料
④

昭
和
十
二
年
十
一
月
五
日
付
「
現
役
・
応
召
軍
人
家
庭
表
彰
ニ
関
ス
ル
件
」
ほ
か
。

（28）　

資
料
②
昭
和
九
年
九
月
十
七
日
付
〔
氏
神
祭
の
案
内
〕
ほ
か
。

（29）　

資
料
②
昭
和
九
年
九
月
二
一
日
付
「
市
内
各
神
社
例
祭
ニ
関
ス
ル
件
」
ほ
か
。

（30）　

資
料
①
昭
和
五
年
二
月
二
二
日
付
「
神
社
祈
年
祭
供
進
使
参
向
日
時
ノ
件
」
ほ
か
。

（31）　

資
料
②
昭
和
九
年
十
一
月
十
七
日
付
「
新
嘗
祭
ニ
付
神
社
参
拝
方
ノ
件
」
ほ
か
。

（32）　

資
料
②
昭
和
九
年
十
二
月
十
日
付
「
入
退
営
奉
告
祭
執
行
ニ
付
御
通
知
」
ほ
か
。

（33）　

資
料
④
昭
和
十
二
年
十
月
十
三
日
付
「
事
変
ニ
関
シ
各
神
社
ニ
於
テ
祭
祀
執
行
ノ
件
」

（34）　

資
料
⑤
昭
和
十
四
年
七
月
十
九
日
付
「
反
英
広
島
市
民
大
会
開
催
ニ
関
ス
ル
件
」

（35）　

資
料
③
昭
和
十
年
九
月
八
日
付
「
敬
神
思
想
涵
養
用
印
刷
物
配
布
ノ
件
」
及
び
添
付
資
料
「
三
大
祭

の
話
」

（36）　

資
料
⑤
昭
和
十
四
年
二
月
二
日
付
「
日
本
精
神
発
揚
週
間
実
施
ニ
関
ス
ル
件
」、
同
年
八
月
三
一
日

付
「
興
亜
奉
公
日
設
定
ニ
関
ス
ル
件
」

（37）　

資
料
④
昭
和
十
二
年
神
宮
神
部
署
発
「
神
宮
大
麻
と
暦
本
と
の
頒
布
に
就
い
て
」

（38）　

志
屋
村
役
場
文
書
一
七
九
「
庶
務
往
復
文
書
綴
」
昭
和
八
年
十
一
月
六
日
付
「
神
宮
大
麻
及
暦
頒
布

ニ
関
ス
ル
件
」、
同
一
八
二
「
庶
務
一
件
」
昭
和
十
年
十
一
月
五
日
付
「
神
宮
大
麻
及
暦
頒
布
ニ
関

ス
ル
件
」、
同
一
八
四
「
庶
務
一
件
」
昭
和
十
一
年
十
月
二
〇
日
付
「
神
宮
大
麻
及
暦
頒
布
ニ
関
ス

ル
件
」

（39）　

資
料
④
昭
和
十
二
年
十
月
二
六
日
付
「
神
社
巡
拝
ニ
関
ス
ル
件
」

（40）　

資
料
②
昭
和
九
年
三
月
付
〔
青
年
訓
練
所
の
勧
誘
依
頼
〕、
資
料
③
昭
和
十
年
三
月
十
四
日
付
〔
青

年
訓
練
所
の
勧
誘
依
頼
〕

（41）　

資
料
⑤
「
草
津
連
絡
会
通
信
」
一
月
号
～
三
月
号
（
昭
和
一
四
年
）、「
草
津
青
年
学
校
々
報
」
十
四

年
一
月
号
～
三
月
号

（42）　

資
料
⑤
「
草
津
連
絡
会
通
信
」
一
月
号
～
三
月
号
（
昭
和
一
四
年
）、「
草
津
青
年
学
校
々
報
」
十
四

年
十
月
号

（43）　

資
料
③
昭
和
十
年
四
月
一
日
付
「
事
変
功
労
者
調
査
方
ニ
関
ス
ル
件
」

（44）　

資
料
②
草
津
町
総
代
連
合
会
発
「（
入
営
者
祝
賀
会
に
就
て
）
謹
告
」（
同
年
十
一
月
二
四
日
付
「
入

営
並
入
団
祝
賀
会
々
員
募
集
ノ
件
」
添
付
）

（45）　

資
料
②
昭
和
九
年
十
一
月
二
四
日
付
「
入
営
並
入
団
祝
賀
会
々
員
募
集
ノ
件
」

（46）　

資
料
②
昭
和
九
年
「
入
営
入
団
祝
賀
会
入
会
者
氏
名
」、
同
年
十
一
月
二
八
日
付
「（
入
営
者
祝
賀
会

員
会
費
）
領
収
証
」

（47）　

資
料
③
「
入
営
兵
士
歓
送
ニ
就
テ
」（
昭
和
十
年
十
二
月
十
日
付
〔
入
営
者
歓
送
に
つ
い
て
〕
添
付
）

（48）　

資
料
③
「
入
営
祝
賀
会
入
会
者
氏
名
」（
昭
和
十
年
十
二
月
十
二
日
付
「
入
営
祝
賀
会
々
員
募
集
ノ
件
」

添
付
）、
同
年
十
二
月
十
五
日
付
「（
入
営
兵
士
祝
賀
会
費
）
領
収
証
」

（49）　

資
料
⑤
昭
和
十
四
年
七
月
十
日
付
「
慰
問
袋
募
集
ノ
件
」、同
年
八
月
四
日
付
「
慰
問
袋
発
送
通
知
書
」

（50）　

資
料
⑤
昭
和
十
四
年
五
月
二
日
付
「
現
地
皇
軍
慰
問
者
派
遣
ニ
関
ス
ル
件
」
中
の
広
島
県
学
務
部
長

通
牒
よ
り
。

（51）　

前
掲
『
新
修
広
島
市
史　

第
一
巻
』
五
五
一
頁
、
被
爆
七
〇
年
史
編
集
研
究
会
編
『
広
島
市
被
爆

７
０
年
史
‐
あ
の
日
ま
で　

そ
し
て
、
あ
の
日
か
ら　

１
９
４
５
年
８
月
６
日
‐
』
広
島
市
、
平
成

三
〇
年
、
一
五
七
頁

40（11）


